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令
和
四
年
十
月
四
日

第
三
百
三
十
七
号

増

刊

②

　
　
　
　
規

則
（
第
三
十
三
号
）

○
福
岡
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　

（
公
園
街
路
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

　

す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
七

○
福
岡
県
立
中
学
校
学
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　

（
教
育
庁
高
校
教
育
課
）
…
…
…
…
…
七

　

福
岡
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
十
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

　
　
　

福
岡
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
多
目
的
広
場
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

筑
豊
緑
地

一
月
四
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
十
一
月
一
日
か

ら
十
二
月
二
十
八
日
ま
で

午
前
九
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で

四
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま
で

午
前
九
時
か
ら

午
後
九
時
ま
で

筑
後
広
域
公
園
（
球

技
場
）

一
月
四
日
か
ら
十
二
月
二
十
八
日
ま
で

午
前
六
時
か
ら

午
後
九
時
ま
で

多
目
的

広　

場
筑
後
広
域
公
園
（
多

目
的
運
動
場
）

一
月
四
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
十
一
月
一
日
か

ら
十
二
月
二
十
八
日
ま
で

午
前
六
時
か
ら

午
後
六
時
ま
で

四
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま
で

午
前
六
時
か
ら

午
後
九
時
ま
で

筑
後
広
域
公
園
（
多

目
的
広
場
）

一
月
四
日
か
ら
十
二
月
二
十
八
日
ま
で

午
前
九
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で

筑
後
広
域
公
園
（
屋

根
付
広
場
）

一
月
四
日
か
ら
十
二
月
二
十
八
日
ま
で

午
前
九
時
か
ら

午
後
九
時
ま
で

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

山　

口　

幸　

雄　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
の
五
を
削
る
。

　

第
一
条
の
四
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
二
条
の
四
第
二
号
」
を
「
第
二
条
の
四
第
三
号
」
に
改

め
、
同
条
を
第
一
条
の
五
と
す
る
。

　

第
一
条
の
三
の
見
出
し
中
「
第
二
条
の
三
第
三
号
ロ
」
を
「
第
二
条
の
三
第
三
号
ハ
」
に
改
め
、
同

条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
二
条
の
三
第
三
号
ロ
」
を
「
第
二
条
の
三
第
三
号
ハ
」
に
、
「
同
号

ロ
」
を
「
同
号
ハ
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
二
条
の
三
第
三
号
ロ
」
を
「
第
二
条

目

次
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の
三
第
三
号
ハ
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
、
同
条
を
第
一
条
の
四
と
す
る
。

　

三　

前
条
に
規
定
す
る
事
情
に
該
当
し
た
場
合

　

第
一
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
及
び
第
二
条
の
四
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
特
別
の
事
情
）

第
一
条
の
三　

条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
及
び
第
二
条
の
四
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
特
別
の
事
情
は

、
条
例
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
情
と
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
（
様
式
第
二
号
）
」
を
「
（
様
式
第
一
号
）
」
に
、
「
第
二
条
第
三
号
ニ
」
を

「
第
三
条
第
七
号
」
に
、
「
条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
又
は
第
二
条
の
四
に
定
め
る
場

合
に
あ
っ
て
」
を
「
次
に
掲
げ
る
場
合
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

　

一　

当
該
請
求
に
係
る
子
の
出
生
の
日
か
ら
条
例
第
三
条
の
二
に
規
定
す
る
期
間
内
に
育
児
休
業
を

し
よ
う
と
す
る
場
合

　

二　

条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
請
求
を
す
る
日

が
当
該
請
求
に
係
る
子
の
一
歳
到
達
日
（
当
該
請
求
を
す
る
非
常
勤
職
員
が
同
条
第
二
号
に
掲
げ

る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
又
は
当
該
非
常
勤
職
員
の
配
偶
者
が
同
号
に
掲
げ
る
場
合
若

し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（

平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
法
律
等
の
規
定
に
よ

る
育
児
休
業
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
法
定
等
育
児
休
業
」
と
い
う
。
）
の
期
間
の
末
日
と
さ

れ
た
日
が
当
該
請
求
に
係
る
子
の
一
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
（
当

該
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
と
当
該
法
定
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日

が
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
日
）
）
以
前
の
日
で
あ
る
場
合

　

三　

条
例
第
二
条
の
四
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
請
求
を
す
る
日
が
当
該
請
求
に

係
る
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
以
前
の
日
で
あ
る
場
合

　

第
二
条
第
二
項
中
「
非
常
勤
職
員
」
を
「
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
」
に
、
「
第
二
条
第
三

号
ニ
」
を
「
第
三
条
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
育
児
休
業
の
期
間
の
延
長
の
請
求
手
続
）

第
三
条　

育
児
休
業
の
期
間
の
延
長
の
請
求
は
、
育
児
休
業
承
認
請
求
書
に
よ
り
行
い
、
条
例
第
三
条

第
七
号
に
規
定
す
る
職
員
が
任
期
を
更
新
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
育
児
休
業
の
期
間
の
延
長
を
請
求
す

る
場
合
を
除
き
、
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
て
い
る
日
の
翌
日
の
一
月
（
次
に
掲
げ
る
育
児

休
業
の
期
間
を
延
長
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
二
週
間
）
前
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

　

一　

当
該
請
求
に
係
る
子
の
出
生
の
日
か
ら
条
例
第
三
条
の
二
に
規
定
す
る
期
間
内
に
し
て
い
る
育

児
休
業
（
当
該
期
間
内
に
延
長
後
の
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
る
日
が
あ
る
こ
と
と
な
る　

も
の
に
限
る
。
）

二　

条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
し
て
い
る
育
児
休
業

三　

条
例
第
二
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
て
し
て
い
る
育
児
休
業

２　

前
条
第
二
項
本
文
の
規
定
は
、
育
児
休
業
の
期
間
の
延
長
の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

第
四
条
第
二
項
中
「
（
様
式
第
三
号
）
」
を
「
（
様
式
第
二
号
）
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
の
二
第
一
号
中
「
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号

。
以
下
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
」
を
「
育
児
休
業
法
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
育
児
短
時
間
勤
務
に
係
る
育
児
短
時
間
勤
務
計
画
書
）

第
五
条　

条
例
第
十
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
に
よ
り
子
を
養
育
す
る
た
め
の
計
画

の
申
出
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
計
画
書
（
様
式
第
三
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第１号(第２条関係) 

育 児 休 業 承 認 請 求 書 

（任命権者）                       請求年月日    年  月  日 

         殿 

請求者 所 属              

職 名              

氏 名              

育 児 休 業 の 承 認 

 下記のとおり            を請求します。 

育児休業の期間の延長 

１ 請求に係る子 

氏 名  

続 柄 等  

生 年 月 日     年  月  日生 

２ 請 求の内容 

 

□ 育児休業の承認（次に掲げる育児休業の承認を除く。） 

□ 同一の子に係る３回目以後の育児休業の承認（既に２回の育児休業（地方

公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休

業法」という。）第２条第１項各号に掲げる育児休業を除く。）を取得した場

合のものに限る。） 

□ 育児休業の期間の最初の延長 

□ 育児休業の期間の再度の延長 

 （同一の子に係る３回目以後の育児休業の承認（既に２回の育児休業（育児

休業法第２条第１項各号に掲げる育児休業を除く。）を取得した場合のもの

に限る。）、育児休業の期間の再度の延長、非常勤職員の１歳６か月までの

子の育児休業の承認又は非常勤職員の２歳までの子の育児休業の承認が必

要な事情を記入） 
 

 

 

３ 請 求 期 間     年  月  日から     年  月  日まで 

４ 既に育児休業 

を した期間 

    年  月  日から     年  月  日まで 

    年  月  日から     年  月  日まで 

年  月  日から     年  月  日まで 

年  月  日から     年  月  日まで 

５ 配 偶 者 

氏 名  

育児休業の期間     年  月  日から    年  月  日まで 

６ 備 考 
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（育児休業承認請求書の裏面） 

※任命権者記入欄 

決

裁 

     受理年月日     年   月   日 

 

    決裁年月日     年   月   日 

    □ 承認    □ 不承認 

 

記入上の注意 

１ この請求書（福岡県職員の育児休業等に関する条例（平成４年福岡県条例第４号。以下「条例」と

いう。）第３条第７号に掲げる事情に該当してする育児休業及び育児休業の期間の延長に係るものを除

く。）には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄等及び生年月日を証明する書類（医師又は助産師が

発行する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届受理証明書

又は養子縁組届受理証明書、事件が係属している家庭裁判所等が発行する事件係属証明書、児童相談

所長が発行する委託措置決定通知書又は証明書等）を添付すること（写しでも可）。 

２ 「２ 請求の内容」欄の「１歳６か月までの子の育児休業」とは、条例第２条の３第３号に掲げる

場合に該当してする育児休業をいい、「２歳までの子の育児休業」とは、条例第２条の４に定める場合

に該当してする育児休業をいう（５において同じ）。 

 ３ 子の出生前に請求する場合は、「３ 請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、「１ 請求に係る 

子」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後、速やかに行うこと。 

 ４ 条例第３条第７号に掲げる事情に該当してする育児休業をしようとする場合は、所属、職、氏名、 

「３ 請求期間」欄及び「４ 既に育児休業をした期間」欄のみを記入すること。 

 ５ 「５ 配偶者」欄は、非常勤職員が１歳２か月までの子の育児休業（条例第２条の３第２号に掲げ 

る場合に該当してする育児休業をいう。）、１歳６か月までの子の育児休業又は２歳までの子の育児休 

業をしようとする場合に記入すること。 

 ６ 「６ 備考」欄には、（ア）請求に係る子以外に３歳に満たない子を養育する場合、その氏名、請求 

者との続柄等及び生年月日を、（イ）請求に係る子が養子の場合においては、養子縁組の効力が生じた 

日を、（ウ）請求に係る子以外の子について現に育児休業の承認を受けている場合においては、その旨 

並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請求に係る期間等を記入すること。 

 ７ 該当する□にはレ印を記入すること。 
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様
式
第
二
号
を
削
り
、
様
式
第
三
号
を
様
式
第
二
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る

。
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様式第３号（第５条関係）  

育児短時間勤務計画書 

（任命権者）                       提出年月日    年  月  日 

         殿 

所 属               

職 名               

氏 名               

 福岡県職員の育児休業等に関する条例第１１条第６号の規定に基づき、再度の育児短時間勤務の承認

の請求をする予定ですので、育児短時間勤務の計画について下記のとおり提出します。 

 なお、下記の記載事項に変更が生じた場合は、遅滞なく届け出ます。 

 

１ 請求に係る子 

子 の 氏 名  生 年 月 日 年   月   日生 

２ 請求者の計画 

請 求 期 間      年   月   日から     年   月   日まで 

再度の請求予定期間      年   月   日から     年   月   日まで 

３ 備 考  

（注）① 育児短時間勤務計画書は、育児短時間勤務承認請求書と同時に（変更の届出の場合は、記載事 

項に変更が生じた後遅滞なく）提出するものとする。 

   ② 「請求期間」欄には、育児短時間勤務承認請求書に記載した請求期間を記入する。 

   ③ 子の出生前に提出する場合は、「１ 請求に係る子」欄の記入は、出生後、速やかに行うこと。 

   ④ 変更の届出の場合は、１及び２の記載事項のうち変更する箇所のみ記入する。 
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し

、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

山　

口　

幸　

雄　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員

会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
中
「
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と

き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
職
員
」
を
「
次
に
掲
げ
る
職
員

」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

イ　

当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
の
全
部
が
子
の
出
生
の
日
か
ら
育
児
休
業
条
例
第
三
条

の
二
に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
育
児
休
業
で
あ
つ
て
、
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間

（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下

で
あ
る
職
員

　
　

ロ　

当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
の
全
部
が
子
の
出
生
の
日
か
ら
育
児
休
業
条
例
第
三
条

の
二
に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
育
児
休
業
以
外
の
育
児
休
業
で
あ
つ
て
、
当
該
育
児
休
業
の

承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間

）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
職
員

　

第
二
十
六
条
第
二
項
第
三
号
中
「
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る

と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
職
員
」
を
「
第
二
十
条
第
二

項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
職
員
」
に
改
め
る
。

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
第
二
条
第

二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
立
中
学
校
学
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

福
岡
県
立
中
学
校
学
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
福
岡
県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
立
中
学
校
学
則
（
平
成
十
五
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
一
号
様
式
中
「　

割
印　

」
を
削
り
、
「
証
す
る
。
」
を
「
証
す
る
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
号
様
式
中

「
志願者氏名（自署）
」

及
び

「
保護者氏名（自署）
」

を
削
り
、
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「
ふりがな

氏　　名

」
を

「
ふりがな

氏　　名
（自署）

」
に
、

「

出身学校名 学校

」
を

「

出身学校名

」
に
、

「
自宅 −　　　−

−　　　−
（　　　　　　　　）

−　　　−
（　　　　　　　　）

−　　　−
（　　　　　　　　）

連
絡
先
電
話
番
号

そ
の
他

」
を

「

−　　　−
（　　　　　　　　）

−　　　−
（　　　　　　　　）

−　　　−
（　　　　　　　　）

−　　　−
（　　　　　　　　）

連
絡
先
電
話
番
号

」
に
改
め
る
。

　
　

第
三
号
様
式
中

「
本人氏名（自署）
」

及
び

「
保護者氏名（自署）
」

を
削
り
、

「

ふりがな
氏　　名

」
を

「
ふりがな
氏　　名
（自署）

」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
立
中
等
教
育
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
立
中
等
教
育
学
校
学
則
（
平
成
十
五
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
一
号
様
式
中
「　

割
印　

」
を
削
り
、
「
証
す
る
。
」
を
「
証
す
る
」
に
改
め
る
。



令和４年10月４日　火曜日9 第337号 増刊②
　
　

第
二
号
様
式
中

「
志願者氏名（自署）
」

及
び

「
保護者氏名（自署）
」

を
削
り
、

「
ふりがな

氏　　名

」
を

「
ふりがな

氏　　名
（自署）

」
に
、

「

出身学校名 学校

」
を

「

出身学校名

」
に
、

「
自宅 −　　　−

−　　　−
（　　　　　　　　）

−　　　−
（　　　　　　　　）

−　　　−
（　　　　　　　　）

連
絡
先
電
話
番
号

そ
の
他

」
を

「

−　　　−
（　　　　　　　　）

−　　　−
（　　　　　　　　）

−　　　−
（　　　　　　　　）

−　　　−
（　　　　　　　　）

連
絡
先
電
話
番
号

」
に
改
め
る
。

　
　

第
三
号
様
式
中

「
本人氏名（自署）
」

及
び

「
保護者氏名（自署）
」

を
削
り
、
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「

ふりがな
氏　　名

」
を

「
ふりがな
氏　　名
（自署）

」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

福
岡
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
一
号
様
式
中
「　

割
印　

」
を
削
る
。

　
　

第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中

「
本人氏名
」

及
び

「
保護者氏名
」

を
削
る
。

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


